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平成３０年１月３０日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

平成２９年（ワ）第７８０号 特許権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年１１月２１日 

判 決 

 5 

原     告        Ｐ１ 

同訴訟代理人弁護士      平   野   惠   稔 

同              古   庄   俊   哉 

同              手 代 木    啓 

 10 

被     告   株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

 

同訴訟代理人弁護士      根  本    浩 

同              髙   梨   義   幸 

同補佐人弁理士        伊  藤  健 太 郎 15 

 

被     告        株式会社東京スター銀行 

 

 

被     告        株 式 会 社 百 五 銀 行 20 

 

 

被     告        株 式 会 社 秋 田 銀 行 

 

 25 

被     告        株 式 会 社 大 分 銀 行 
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被     告        株 式 会 社 東 日 本 銀 行 

 

 5 

被     告        株 式 会 社 筑 邦 銀 行 

 

 

被     告        京 都 信 用 金 庫 

 10 

 

被     告        長 野 県 信 用 組 合 

 

上記８名訴訟代理人弁護士   片  山   英  二 

同              服  部    誠 15 

同              中  村    閑 

同              大  西  ひ と み 

   

 

上記被告９名補助参加人 バスコ データ セキュリティ 20 

インターナショナル ゲゼルシャ 

フト ミット ベシュレンクテル 

ハフツング 

     

同訴訟代理人弁護士      萩  尾  保  繁 25 

同              山  口  健  司 
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同              石  神  恒 太 郎 

同              関  口  尚  久 

同              伊  藤  隆  大 

同補佐人弁理士        南  山  知  広 

同              井  上  浩  二 5 

主 文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用及び参加に要した費用は原告の負担とする 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

 １ 被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データは，別紙物件目録記載１の二次元コ

ードによるトランザクション認証機能を実現するソフトウェアを提供し，提供の申

出をしてはならない。 

２ 被告株式会社東京スター銀行，被告株式会社百五銀行，被告株式会社秋田銀

行，被告株式会社大分銀行，被告株式会社東日本銀行，被告株式会社筑邦銀行，被15 

告京都信用金庫，被告長野県信用組合は，別紙物件目録記載２の二次元コードを生

成して，インターネットバンキング利用者の端末上に送信し，同端末上の取引画面

に表示させてはならない。 

３ 被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データは，原告に対し，１２００万円及び

これに対する平成２９年２月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払20 

え。 

４ 被告株式会社東京スター銀行，被告株式会社百五銀行，被告株式会社秋田銀

行，被告株式会社大分銀行，被告株式会社東日本銀行，被告株式会社筑邦銀行，被

告京都信用金庫，被告長野県信用組合は，原告に対し，それぞれ１２０万円及びこ

れに対する平成２９年１１月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支25 

払え。 
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第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は，発明の名称を「二次元コード，ステルスコード，情報コードの読み取り

装置及びステルスコードの読み取り装置」とする後記本件特許権を有する原告が，

被告エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告ＮＴＴデータ」という。)がその余の被5 

告ら（以下「被告金融機関ら」という。）に対して別紙物件目録記載１の二次元コ

ードによるトランザクション認証機能(以下「本件認証機能」という。)を実現する

ソフトウェアを提供し，被告金融機関らが同ソフトウェアを利用等する行為につき，

後記本件特許権の侵害（被告ＮＴＴデータについては予備的に間接侵害）を主張し

て，被告ＮＴＴデータに対し，①本件特許権に基づき，本件認証機能を実現するソ10 

フトウェアの提供，提供の申出の差止め，②不法行為に基づく損害賠償請求として，

損害金２４００万円のうちの一部である１２００万円及びこれに対する平成２９年

２月９日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求め，被告金融機関らに対し，①本件特許権に基づき，同二次

元コードを生成して，利用者の端末に送信し，同端末上の取引画面に表示させる行15 

為（同二次元コードの生産行為）の差止め，並びに②不法行為に基づく損害賠償請

求として，損害金各２４０万円の一部である１２０万円及びこれに対する平成２９

年１１月２２日（訴えの変更申立書送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨に20 

より容易に認められる事実） 

(1) 当事者 

ア 原告は，後記本件特許権の特許権者であり，マイクロインテレクス株式会社

を起業し，同社の代表取締役として，光学情報カラーコードの高度化とインフラの

普及，また，ハイテクシューズの研究開発を行っている。 25 

イ 被告ＮＴＴデータは，インターネット，ケーブルテレビ，通信衛星等のネッ
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トワークを利用した情報処理，情報仲介及び情報提供業務並びに商取引及び決済処

理業務等を業とする株式会社であり，インターネットバンキング機能提供サービス

である「AnserBizSOL」を金融機関向けに提供している（甲３）。 

ウ 被告株式会社東京スター銀行（以下「被告東京スター銀行」という。），被

告株式会社百五銀行（以下「被告百五銀行」という。），被告株式会社秋田銀行（以5 

下「被告秋田銀行」という。），被告株式会社大分銀行（以下「被告大分銀行」と

いう。），被告株式会社東日本銀行（以下「被告東日本銀行」という。）及び被告

株式会社筑邦銀行（以下「被告筑邦銀行」という。）は，いずれも銀行法に基づく

銀行業を行う株式会社であり，被告京都信用金庫は，信用金庫法に基づく信用金庫，

被告長野県信用組合は，いずれも中小企業等協同組合法及び協同組合による金融事10 

業に関する法律に基づく信用組合であり， 被告ＮＴＴデータからインターネット

バンキング機能提供サービスである「AnserBizSOL」の提供を受けている。 

エ 被告ら補助参加人 

 被告ら補助参加人（以下「補助参加人」という。）は，被告ＮＴＴデータに対し

て，後記本件認証機能に用いられている二次元コード読み取り機能付きハードウェ15 

アトークン及びソフトウェア等を提供している。 

(2) 本件特許権 

ア 原告は，以下の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権者である（甲

１，甲２。以下「本件特許権」といい。その明細書を「本件明細書」といい，本件

特許の請求項１にかかる発明を「本件発明」という。）。 20 

特許番号   特許第３９１０７０５号 

発明の名称  二次元コード，ステルスコード，情報コードの読み取り装置及び

ステルスコードの読み取り装置 

 登録日    平成１９年２月２日 

 出願番号   特願平９－３２８０４０ 25 

 出願日    平成９年１１月２８日 
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 公開番号   特開平１１－１６１７５７ 

 公開日    平成１１年６月１８日 

 特許請求の範囲 

【請求項１】 

反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並べて5 

形成され，この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とし

たことを特徴とする二次元コード 

イ 本件発明の構成要件の分説 

本件発明の構成要件を分説すると以下のとおりである。 

Ａ 反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域を二次元的な配列で並10 

べて形成され， 

Ｂ この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とした 

Ｃ ことを特徴とする二次元コード 

(3) 被告らの行為 

ア 被告ＮＴＴデータは，利用者が，残高照会や振込等の銀行取引を，インター15 

ネットを通じて行うことができるインターネットバンキング機能提供サービスであ

る「AnserBizSOL」を金融機関向けに提供している（甲３）。 

イ 被告金融機関らは，被告ＮＴＴデータから提供を受けて法人顧客向けインタ

ーネットバンキングサービスとして AnserBizSOL を導入・利用している。被告金融

機関らの法人顧客は，AnserBizSOL を通じて，被告金融機関らとインターネットを20 

利用した取引を行うことができる。 

ウ 被告ＮＴＴデータは，平成２７年１１月，AnserBizSOL に「二次元コードに

よるトランザクション認証機能」（以下「本件認証機能」という。）を導入すること

を発表し，平成２８年４月，被告秋田銀行に対して，本件認証機能の提供を開始し

た。その後，被告ＮＴＴデータは，被告東京スター銀行，被告百五銀行，被告大分25 

銀行，被告東日本銀行，被告京都信用金庫，被告長野県信用組合，被告筑邦銀行に



 

 

7 

 

対しても，本件認証機能の提供を開始した（甲１４）。 

(4) 本件認証機能 

ア 本件認証機能は，インターネットバンキングの取引実行時に，送金先の口座

番号や送金の金額情報などを二次元コード読み取り機能付ハードウェアトークン

（甲１５）に表示し，利用者が目視で送金情報を確認した上で取引続行の可否を選5 

択できるようにすることで，マルウエアの送金情報改ざんによる不正送金を未然に

防止することを可能とする機能である（甲４）。 

イ AnserBizSOL によるインターネットバンキングサービスは，被告ＮＴＴデー

タのサーバ上で管理・運用されており，インターネットバンキングサービスの利用

者は，被告ＮＴＴデータのサーバにアクセスすることによりサービスを利用する。10 

このことは，同サービスを利用する被告金融機関ら全てに共通する。 

ウ 本件認証機能の具体的な利用の流れは，以下のとおりである（甲４）。 

(ｱ) 利用者がインターネットバンキングにおいて取引内容確認ボタンを押下後，

取引内容をもとに独自の暗号化処理にて生成した二次元コードが利用者の画面上に

表示される。 15 

(ｲ) 利用者がその二次元コードをコード読み取り機能付ハードウェアトークンで

読み取ると，取引内容がハードウェアトークン上に表示される。正常な取引の場合

は，利用者が入力した取引内容と一致する内容がハードウェアトークン上に表示さ

れる。他方，改ざんされた取引の場合は，利用者が入力した取引内容とは異なる内

容がハードウェアトークン上に表示され，かかる表示により，利用者は取引内容の20 

改ざんを認識することができる。 

(ｳ) 利用者が，トークン上に表示された内容を目視で確認後，パソコン上で取引

の確定又は中止を選択できる。利用者が「取引可」を選択した場合，ハードウェア

トークン上に表示されるワンタイムパスワードをパソコン画面に入力することで送

金処理を実行することができる。 25 

(5) 本件認証機能において利用されている二次元コードの説明 
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本件認証機能においては，利用者が実行しようとしている取引内容が改ざんされ

ていないかどうかをハードウェアトークンで確認するために，当該取引内容を暗号

化した二次元コード（以下「本件コード」という。）が利用されている。本件コード

は，別紙物件目録記載２の例に示すような赤色，青色，緑色及び白色の点（セル）

で構成されたカラーコードである。 5 

 ３ 争点 

 (1) 争点１（本件コードは本件発明の技術的範囲に属するか。） 

 (原告の主張) 

ア 本件コードの構成 

本件コードは，以下の構成を有する。 10 

ａ 赤色，青色，緑色及び白色のセルを水平方向及び垂直方向の配列で並べて形

成され， 

ｂ この配列における赤色，青色，緑色及び白色のセルの色の組み合わせをイン

ターネットバンキングにおいて実行される取引内容にかかる情報表示の要素とした 

ｃ 二次元コード 15 

イ 本件発明と本件コードの対比 

(ｱ) 構成要件Ａ 

本件コードの「赤色，青色，緑色及び白色のセル」は，構成要件Ａの「反射又は

放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。そして，本件コードは，

かかる４色のセルを水平方向及び垂直方向に配列して形成されており，かかる配列20 

は，構成要件Ａの「二次元的な配列」に相当する。 

したがって，本件コードは，本件発明の構成要件Ａを充足する。 

(ｲ) 構成要件Ｂ 

本件コードは，赤色，青色，緑色及び白色のセルの色の組み合わせでインターネ

ットバンキングにおいて実行される取引内容に係る情報を表示するものであり，構25 

成要件Ｂの「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせを情報表示の要素
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とした」を充足する。 

(ｳ) 構成要件Ｃ 

本件コードは二次元コードであるから，構成要件Ｃを充足する。 

ウ 補助参加人の主張について 

補助参加人は，構成要件Ｃの「二次元コード」は「印刷された二次元コード」を5 

意味すると主張する。 

しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載には，本件発明に係る二次元コードが

「印刷された」ものであることは一切記載されておらず，むしろ，本件発明に係る

二次元コードが「放射」型，すなわち，ディスプレイ等の光を放出する表示媒体に

表示するものとしても構成できることが明記されている。また，本件明細書の本件10 

発明の課題に関する記載を参酌しても，本件発明が解決しようとする上記各課題は，

必ずしも印刷された情報コードに限られるものではなく，ディスプレイ等に表示さ

れた情報コードにおいても当てはまるものであるから，構成要件Ｃの「二次元コー

ド」を「印刷された」ものと限定的に解釈することはできない。 

したがって，構成要件Ｃの「二次元コード」に関する補助参加人の主張は失当で15 

あるから，その主張に係る構成要件Ｃの解釈を前提として構成要件Ｃの非充足はい

えない。 

（被告らの主張） 

 原告の主張は争う。 

（補助参加人の主張） 20 

本件明細書の従来の技術を記載する段落【０００２】には，バーコード等の情報

コードが印刷可能な情報表示手段であることが記載され，発明の課題を記載する段

落【０００５】，【０００６】には，従来技術の問題点として，印刷されたバーコー

ドの情報量不足に起因する表示スペースの大型化等の問題が記載されている。そし

て，かかる従来技術の問題を受けて，本件発明の課題について，段落【０００９】25 

には，表示パターンを変えなくても表示できる情報量を大幅に増大して，上記問題
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を解決できる情報コードを提供することを目的とすると記載されているから，これ

らの記載からすれば，本件発明は，印刷されたバーコード等の情報コードの表示情

報量の不足という問題を解決することを課題する発明であると解される。 

さらに，構成要件Ｃの前提となる構成要件Ａの，「（反射又は）放射の波長特性が

異なる」との構成の意義について，本件明細書の段落【００１１】には，情報コー5 

ドをステルスコードとして形成した場合に，その表示領域に印刷された蛍光体の放

射波長が異なることとして，表示領域に印刷された蛍光体の放射波長が異なること

を意味すると明記されているが，ステルスコードが印刷されたものであることは，

本件明細書の段落【００５０】及び段落【００５１】にも記載されている。 

したがって，これらの本件明細書の記載からすれば，構成要件Ｃの「二次元コー10 

ド」は，あくまでも，「印刷された二次元コード」を意味するものと限定して解釈さ

れなければならない。 

そうすると，本件コードは，利用者端末上に生成・表示されるものであり，印刷

された二次元コードではないから，構成要件Ｃを充足しないというべきである。 

(2) 争点２（被告らの本件特許権の直接侵害行為の成否）（主位的主張） 15 

（原告の主張） 

ア 被告金融機関らの本件特許権侵害行為 

本件コードは本件発明の技術的範囲に属しているところ，被告金融機関らは，各々

のインターネットバンキングサービスの利用者がインターネット取引を実行する際

に，本件コードを生成して，これを利用者の端末へ送信し，利用者の端末上の取引20 

画面に表示させている。 

かかる行為は，本件発明の技術的範囲に属する本件コードを新たに作り出す行為

として「生産」（特許法２条３項１号）に該当し，本件特許権の侵害行為に当たる。 

イ 被告ＮＴＴデータの本件特許権侵害行為 

本件認証機能に関する情報処理は被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行されており，25 

被告ＮＴＴデータのサーバが利用者端末に送信したプログラムが利用者端末におい
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て本件コードを自動的に生成しているのであるから，被告ＮＴＴデータも，本件コ

ードの生成，表示行為（本件発明に係る二次元コードの生産行為）の主体と評価す

ることができる。なお，被告ＮＴＴデータは，本件コードを利用者端末上で生成し

て同端末上に表示するプログラムを送信するサーバの所有・管理の観点から本件コ

ードを生産していると評価できるのであり，被告金融機関らが本件認証機能による5 

トランザクション認証サービス（以下「本件認証サービス」という。）の提供者であ

るという観点から本件コードの生産を行っていると評価することと両立する。 

したがって，被告ＮＴＴデータも本件特許権の直接侵害行為の主体である。 

ウ 共同直接侵害 

上記アの被告金融機関らの行為と上記イの被告ＮＴＴデータの行為を総合すれば，10 

本件コードの生産行為は被告金融機関らと被告ＮＴＴデータにより共同で行われて

いるということができる。そして，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータとの間には，

共同遂行の意思が認められることは明らかである。  

したがって，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータは，本件コードの生産行為につ

いて主観的にも客観的にも共同しているから，本件発明の共同実施主体というべき15 

であり，被告金融機関らと被告ＮＴＴデータの共同行為は，本件特許権の共同直接

侵害行為と評価することができる。 

エ 被告らの主張について 

(ｱ) 被告らは，利用者が本件コードの生成行為の主体である旨主張するが，本件

認証機能の情報処理プロセスにおいて利用者が関与しているのは，取引内容の入力20 

のみである。本件コードが最終的に生成された結果が表示される場所が利用者端末

であるにすぎないから，被告らの主張は失当である。 

(ｲ) また，被告金融機関らは，利用者の端末に本件コードを表示するためのプロ

グラムを送信しているのは被告ＮＴＴデータであり，AnserBizSOL のサービスに関

する情報処理は，本件認証機能に関するものを含めて全て，被告ＮＴＴデータのサ25 

ーバ上で実行されるから，被告金融機関らは本件コードの生産行為を行っていない
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旨主張するが，本件認証サービスを利用者に提供しているのは，被告金融機関らで

あって，被告ＮＴＴデータではない。本件認証サービスでは，サービスの提供主体

が本件コードを生成して利用者の端末上に表示し，利用者がこれを認証に利用する

こととなっている。本件認証サービスの主体が被告金融機関らであることからする

と，本件認証サービスに関する情報処理が被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行され5 

るという事情は，被告金融機関らが，被告ＮＴＴデータの所有又は管理するプラッ

トフォームを用いて本件コードを生成して利用者の端末上に表示することを含む本

件認証サービスを利用者に提供していることを示すにすぎず，被告金融機関らが本

件コードの生産行為を行っているとの評価は妨げられない。 

（被告らの主張） 10 

 本件コードは，表示された状態になって初めて，生成されたと言い得るものであ

るところ，本件コードが生成されるのは，利用者（エンドユーザー）の端末上であ

るから，被告らはいずれも，本件コードを生成，すなわち生産しているとはいえな

い。 

また，上記の点を措くとしても，被告ＮＴＴデータも被告金融機関らもが本件コ15 

ードの生成主体であるとの主張は，一方当事者が生成した本件コードを更に他方当

事者も生成するという状況をいうことになるが，そのようなことは想定できず，明

らかに事実として矛盾しており失当である。 

被告ＮＴＴデータは AnserBizSOL のシステムを提供し，被告金融機関らは同シス

テムを利用してエンドユーザーにインターネットバンキングサービスを提供してい20 

るのみであって，本件コードを両者で共同して「生産」などしていると評価される

関係にない。 

（被告金融機関らの主張） 

「本件コード」とは，「赤色，青色，緑色及び白色の点（セル）で構成されたカラ

ーコード」を意味するところ，本件認証機能の実現に際して，このようなカラーコ25 

ード自体が生成され，利用者の端末に送信されることはない。 
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仮にこの点を措くとしても，利用者の端末に本件コードを表示するためのプログ

ラムを送信しているのは，被告ＮＴＴデータであって被告金融機関らではない。す

なわち，被告ＮＴＴデータは，被告金融機関らに対し，インターネットバンキング

サービスである「AnserBizSOL」を提供しているが，当該サービスに関する情報処理

は，本件認証機能に関するものを含めて全て，被告金融機関らの利用者の端末と被5 

告ＮＴＴデータのサーバとの通信に基づいて，被告ＮＴＴデータのサーバ上で実行

されるから，被告金融機関らが，利用者の端末に本件コードを表示するためのプロ

グラムを送信することはない。 

したがって，この点でも被告金融機関らによる本件特許権の直接侵害行為は存在

しないといえる。 10 

(3) 争点３（被告ＮＴＴデータの間接侵害行為の成否）（予備的主張） 

 （原告の主張） 

 ア 被告ＮＴＴデータによる間接侵害 

被告ＮＴＴデータが直接侵害行為を行っていないとすれば，以下のとおり，被告

ＮＴＴデータは特許法１０１条１項に該当する間接侵害行為を行っているといえる。 15 

(ｱ) 「物の発明」 

本件発明は，「物の発明」である。 

(ｲ) 「その物の生産にのみ用いる物」 

本件コードを生成して利用者の端末上の取引画面に表示させる行為は，本件発明

の技術的範囲に属する本件コードの「生産」に当たるが，かかる生産行為は本件認20 

証機能を実現するソフトウェアによってなされている。 

そして，利用者が，本件認証機能により取引を行う際は，本件発明の技術的範囲

に属する本件コードが必然的に生成，表示されるから，本件認証機能を実現するソ

フトウェアは，本件コードを「生産」する用途にのみ用いられる。すなわち，本件

認証機能を実現するソフトウェアは，当該用途以外に，社会通念上，経済的，商業25 

的又は実用的な他の用途を有しないことは明らかであり，本件コード（物）の生産
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「にのみ用いる物」に該当する。 

(ｳ) 「業として」，「譲渡等・・・譲渡等の申出をする行為」 

被告ＮＴＴデータが，平成２８年４月以降，業として，AnserBizSOL における機

能として，本件認証機能を実現するソフトウェアを被告金融機関らに譲渡等し，被

告金融機関らを含む金融機関らに対して譲渡等の申出をしていることは明らかであ5 

る。 

(ｴ) 本件特許権の直接侵害行為が存在すること 

被告金融機関らが本件コードを生成し，利用者の端末に表示させる行為は，「生産」

（特許法２条３項１号）に該当するものであるから，被告金融機関らによる直接侵

害行為が存在する。仮に，利用者が本件コードの生成行為の主体であるとしても，10 

AnserBizSOL は，被告金融機関らの法人顧客向けのインターネットバンキングサー

ビスシステムであり，その利用者は株式会社等の法人である。かかる利用者が本件

コードを用いてインターネットバンキングにおける取引認証を行っているという，

本件コードを「使用」する行為は，業として，本件発明を実施する行為となるから，

利用者による直接侵害行為が存在するといえる。 15 

(ｵ) 小括 

以上より，被告ＮＴＴデータが，本件認証機能を実現するソフトウェアの譲渡等

及び譲渡等の申出をする行為は，特許法１０１条１号所定の要件を充足し，本件特

許権の間接侵害行為に該当する。 

イ 被告ＮＴＴデータの主張について 20 

(ｱ) 被告ＮＴＴデータは，「本件認証機能を実現するソフトウェア」に本件コード

を表示するためのプログラム以外のプログラムが含まれていると主張するが，利用

者が本件認証機能により取引を行う際には，必ず本件コードが生成されるのである

から（本件コードなくして本件認証機能は機能し得ない。），「本件認証機能を実現す

るソフトウェア」には，本件発明を実施しない用途（本件コードを生成しない用途）25 

はなく，「その物の生産にのみ用いる物」に該当することは明らかである。 
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(ｲ) 被告ＮＴＴデータは，本件コードを表示するためのプログラムが被告金融機

関らに送信されていない旨主張するが，被告金融機関らが「本件認証機能を実現す

るソフトウェア」を含む被告ＮＴＴデータのプラットフォームを用いていることは

明らかであるから，被告金融機関らに対して「本件認証機能を実現するソフトウェ

ア」の譲渡等（譲渡，貸渡し），譲渡等の申出がなされているというべきである。 5 

（被告ＮＴＴデータの主張） 

ア 原告が主張する「本件認証機能を実現するソフトウェア」には，認証機能全体

を実現するためのプログラム等が含まれるところ，そのようなプログラム等には，

本件コードを表示するためのプログラム以外のプログラムも含まれるから，原告が

主張する「本件認証機能を実現するソフトウェア」が，本件コードの生産「にのみ10 

用いられるもの」であるなどとは到底言えない。 

したがって，原告の主張は失当である。 

イ 本件コードを表示するためのプログラムは，被告ＮＴＴデータのサーバから，

直接，被告金融機関らの利用者の端末に対して送信されるのであるから，被告ＮＴ

Ｔデータは被告金融機関らに対し，かかるプログラムを送信しておらず，「本件認証15 

機能を実現するソフトウェア」の譲渡等又は譲渡等の申出などしていない。また，

かかるプログラムは，被告ＮＴＴデータのサーバ上で生成されるのであるから，被

告ＮＴＴデータは被告金融機関らに対し，かかるプログラムを生成するためのソフ

トウェアについても，譲渡等又は譲渡等の申出をしていない。 

したがって，原告の上記主張はもとより誤りである。 20 

ウ また本件コードは，利用者の端末において生成されるものであるが，利用者

による本件コードの生成は，業としての実施行為に該当せず，本件特許権に対する

直接侵害行為が存在しないから，被告ＮＴＴデータに間接侵害が成立する余地はな

い。 

(4) 争点４（乙 1 発明に基づく新規性欠如） 25 

（被告らの主張） 
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本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成５年

９月１０日に頒布された公開特許公報である特開平５－２３３８９８号公報（乙１。

以下「乙１公報」という。）に記載された発明（以下「乙１発明」という。）であ

るから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものであ

る。したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべき5 

である。 

ア 乙１発明の構成 

(ｱ) 乙１公報の記載 

 乙１公報には，以下の記載がある。 

【０００１】 10 

【産業上の利用分野】本発明は，カルラコードなどマーク状に情報が記録された光

学式カードおよびその読取装置に関するものである。 

【０００２】 

【従来の技術】カルラコードは，図４に示すように，携帯用光学式カード１などの

表面の所定領域を白地あるいはこれに近い色に形成した情報記録領域２を，縦方向15 

に等間隔で複数の単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎに区分け

するとともに，これら単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎをそ

れぞれ２×２の四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄに区分けし，単位領域ａ，ｂ，ｃ，

ｄのうちの任意の領域に光の反射率の低い黒色のマークＭＫ（マーク有り）を付け

あるいは黒色マークＭＫを付けない白色部（マーク無し）を設ける，これらの組合20 

せでデータの記録または識別を行うものである。 

【０００３】カルラコードの各単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２

－ｎにおける情報量を考察すると，隣接する四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ毎に「マ

ーク無し」，「マーク有り」の二つの状態が存在するため，２４ ＝１６種類の情報

の記録が可能である。 25 

【０００７】 
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【発明が解決しようとする課題】しかしながら，従来のカルラコードは，各単位情

報記録領域２－１～２－ｎの一の単位領域に対しては，黒色の一種類のマークＭＫ

しか記録せず，読取装置もこれに応じて一種類の光によりマークＭＫがあるか否か

を検出するように構成しているため，記録密度に制約があり，多くの情報を記録す

る場合などは，情報記録領域２を拡大しなければならない。これでは，携帯用のカ5 

ードのように大きさに制約があるものに対してカルラコードで情報を記録する場合，

記録情報にも制約を受け，光学式カードの汎用性にも問題を生じてしまう。 

【０００８】以上の問題点を解決するため，マークを多色にして同一光源で照射し

て情報記録領域２からの反射光量の中間値で識別することも考えられるが，信頼性，

再現性に乏しく現実的でない。また，実用化しようとすると，マークの均一性，読10 

取装置に厳しい条件を課すこととなり，現実的ではない。 

【０００９】本発明は，かかる事情に鑑みてなされたものであり，その目的は，限

られた広さの中で実質的に記録密度を高めた光学式カードおよびその記録情報を高

い信頼性かつ高い再現性を維持し，かつ容易に読み取れる読取装置を提供すること

にある。 15 

【００１０】 

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため，本発明では，記録面に所

定の着色領域が形成され，この領域に照射された光の反射光により記録情報の内容

が判別される光学式カードにおいて，上記領域を，一の波長の光に対する反射特性

がそれぞれ異なる少なくとも三つの反射特性のうちの一の反射特性を有するように20 

した。 

【００１５】 

【作用】本発明の光学式カードによれば，単位情報記録領域に記録される情報の種

類が多くなり，実質的に一単位記録領域当たりの記録密度が向上する。 

【００１６】本発明の光学式カードによれば，単位情報記録領域が多色化されてい25 

るので，記録される情報の種類が多くなり，実質的に一単位記録領域当たりの記録
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密度が向上する。 

【００２０】 

【実施例】図１は，本発明に係る光学式カードを示す図であって，従来例を示す図

２と同一構成部分は同一符号をもって表す。すなわち，１は光学式カード，２は情

報記録領域，２－１，２－２，２－３，…，２－ｎは単位情報記録領域，ａ，ｂ，5 

ｃ，ｄは単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，２－ｎをそれぞれ２×２

のマトリクス状に区分けした単位領域，ＭＫ１は第１のマーク，ＭＫ２は第２のマ

ーク，ＭＫ３は第３のマークをそれぞれ示している。 

【００２１】第１のマークＭＫ１は，たとえば赤色の塗料インクを所定の単位領域

ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。この赤色の第１のマークＭＫ10 

１は，たとえば波長６５００オングストローム（Å）近傍の波長帯の光に対する反

射率が高く，他の波長帯の光に対する反射率が低い，すなわち吸収率が高い。 

【００２２】第２のマークＭＫ２は，たとえば緑色の塗料インクを所定の単位領域

ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。この緑色の第２のマークＭＫ

２は，たとえば波長５２００Å近傍の波長帯の光に対する反射率が高く，他の波長15 

帯の光に対する反射率が低い，すなわち吸収率が高い。 

【００２３】第３のマークＭＫ３は，たとえば赤色と緑色との混合である黄色の塗

料インクを所定の単位領域ａ～ｄに対して印刷することにより形成されている。こ

の黄色の第３のマークＭＫ３は，たとえば波長６５００Å近傍の波長帯の光および

波長５２００Å近傍の波長帯の光に対して，ともに反射率が低い，すなわち両光に20 

対して吸収率が高い。 

【００２４】このように，本実施例の光学式カード１は，従来のカードのようにマ

ークＭＫとして黒色の一色ではなく，赤色と緑色と黄色の三色を用いて，いわゆる

多色刷りのパターンを有するカードとして構成している。この構成により，一の単

位領域に対して２値の情報ではなく，３値の情報を与えることができ，隣接する四25 

つの単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４４ ＝２５６種類の情報
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の記録が可能となっている。 

【００４４】 

【発明の効果】以上説明したように，本発明の光学式カードによれば，従来の光学

式カードに比べて，単位情報記録領域当たりの記録密度の向上を図れる利点がある。

また，本発明の読取装置によれば，上記光学式カードに記録された情報を，容易に5 

かつ高い信頼性および高い再現性を維持し精度よく読み取ることができる。 

【図面の簡単な説明】 

【図１】本発明に係る光学式カードの一実施例を示す図である。 

【図４】カルラコードの説明図である。 

【図１】 10 

 

 

【図４】 
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(ｲ) 乙１発明の構成 

前記のとおり，乙１公報には，従来の白黒のカルラコード（【図４】）では情報

量が少ないこと等の課題と（段落【０００７】等），その解決手段として，単位領5 

域の着色を，例えば赤色，緑色及び黄色の３色に多色化することによって，記録可

能な情報の種類を増やし，記録密度を向上させられることが記載されている（段落

【００１５】，【００１６】，【００２４】等）。すなわち，乙１公報には，単位

領域の色を組み合わせることによって，情報を表すことが開示されている。 

また，図１及び図４に示されるように，カルラコードは，単位領域を二次元的な10 

配列で並べて形成されている。さらに，着色の色によって，波長特性が異なること

も説明されている（段落【００２１】ないし【００２４】等）。 

したがって，乙１発明は，以下の構成を有する。 

ａ ３色の単位領域を二次元的な配列で並べて形成する 

ｂ この配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す 15 

ｃ カルラコード 

イ 本件発明と乙１発明の対比 

(ｱ) 構成要件Ａについて 
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本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領

域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。 

他方，乙１発明の構成ａは，「３色の単位領域を二次元的な配列で並べて形成す

る」である。 

まず，乙１発明の「単位領域」は，本件発明の「表示領域」に相当する。また，5 

乙１発明において，単位領域を３色で着色する以上，反射の波長特性が少なくとも

３種存在することは明らかである。さらに，乙１発明において，単位領域を二次元

的な配列で並べて形成する点は，本件発明において「表示領域を二次元的な配列で

並べて形成」することと同義である。 

したがって，乙１発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａに相当する。 10 

(ｲ) 構成要件Ｂについて 

本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせ

を情報表示の要素とした」である。 

他方，乙１発明の構成ｂは，「この配列における単位領域の色を組み合わせるこ

とによって，情報を表す」である。 15 

乙１発明において，単位領域の色を組み合わせることは，単位領域の波長特性を

組み合わせることに他ならない。そして，乙１発明は，単位領域の色を組み合わせ

ることによって，情報を表すものであるから，色の組み合わせを「情報表示の要素」

としていることも明らかである。 

したがって，乙１発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂに相当する。 20 

 (ｳ) 構成要件Ｃについて 

本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。 

他方，乙１発明の構成ｃは，「カルラコード」である。 

乙１発明は，カルラコードに関する発明であるところ，カルラコードとは，「マ

ーク状に情報が記録された光学式カード」の一種であって，単位領域を二次元的な25 

配列で並べて形成するものである（乙１公報の段落【０００２】，図１，図４等）。 
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したがって，乙１発明の「カルラコード」が二次元的な情報コードであることは

明らかであるから，乙１発明の構成ｃは，本件発明の構成要件Ｃに相当する。 

(ｴ) 小括 

以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙１発明の構成ａないしｃと同一

であるから，本件発明は乙１に記載された発明であり，新規性を欠く。 5 

 ウ  原告の主張について 

 (ｱ) 原告は，乙１発明のコードについて，単位情報記録領域が２×２の単位領域

で構成されてはいるものの，単位情報記録領域は，乙１公報の【図１】の水平方向

のみにしか情報表示の要素を有しない点で，二次元コードとはいえないと主張する

ほか複数の単位情報記録領域が図１の水平方向に並べられ，水平方向に順次読み込10 

まれるものであるから，このコードの情報表示の要素は乙１公報の【図１】の水平

方向のみ（一次元）であるなどと主張する。 

かかる原告の主張は，乙１における「単位情報記録領域」が本件発明の「情報表

示の要素」に相当することを前提として，当該「単位情報記録領域」（すなわち「情

報表示の要素」）が水平方向のみに並べられているから，乙１発明のコードは一次15 

元であるとする趣旨と思われるが，本件発明の構成要件Ａは，「表示領域」が二次

元的な配列で並べられることを規定しているのであって，「情報表示の要素」を二

次元的に配列にすることを規定しているわけではない。そして，本件発明における

「表示領域」とは，固有の反射又は放射の波長特性を有し表示する領域であって，

所定の配列で並べられ，当該配列における反射又は放射の波長特性の組み合わせに20 

よって情報を表すものをいうのであるから，乙１発明の「単位領域」がこれに該当

するところ，乙１発明において「単位領域」が「二次元」に配列されているから，

上記原告の主張は，本件発明に対する誤った理解に基づくものであり，その前提か

らして失当である。 

 (ｲ) 原告は，本件発明の「コード」とは，「独立コード」すなわち本来の目的で25 

ある有意なデータを示す情報（「有意情報」）に加え，コードの情報の読み取りの
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起点や順序を確定するための情報（「構造情報」）が含まれるコードを意味する一

方，乙１発明のようなカルラコードは，「構造情報」を有しないから，本件発明の

「コード」を意味しないなどと主張する。 

しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載には，「二次元コード」が，原告が主

張するような「独立コード」である旨の限定は一切なく，原告の上記主張は，特許5 

発明の要旨について，特許請求の範囲に記載のない限定を付することに他ならない

から，失当である。 

また，本件明細書においても，本件発明の「二次元コード」及び「コード」を殊

更に限定する趣旨の説明はまったく見当たらず，原告の上記主張は，本件明細書の

記載を参酌したとしても到底導き出すことができない。 10 

さらに，乙１の記載内容は本件特許に係る出願日（平成９年１１月２８日）にお

ける当業者の技術水準を基に理解されるべきものであるところ，仮に原告が主張す

るように，ＱＲコードのような「独立コード」が平成６年に開発されたのだとすれ

ば，本件発明の新規性の有無を判断するに際して，乙１発明のコードに「独立コー

ド」が含まれることは，本件特許に係る出願日における当業者の技術水準に照らし15 

てむしろ当然ということになるから，いずれにしても原告の主張は全く反論になっ

ていない。 

（原告の主張）  

ア 乙１発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと 

(ｱ) 本件発明に係る「二次元」コードの意義 20 

本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，一般的に，次元の数が二つであ

ることを意味する。また，本件明細書の段落【００４８】には「二次元コードは二

次元に配列した表示領域（黒又は白で塗り分けられる最少表示単位）の組み合せに

より情報を表示するもの」と記載されている。 

そうすると，構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）25 

方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。 
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(ｲ) 乙１発明が構成要件Ａの「二次元」的な配列及び構成要件Ｃの「二次元」コ

ードに係る構成を有しないこと 

乙１公報の【図１】においては，表示領域が水平方向のみならず，一見，垂直方

向にも配列されているように見えるが，これは，単に情報の読み取り単位である，

単位情報記録領域が，２×２の単位領域で構成されているからにすぎない。乙１発5 

明のコードの単位情報記録領域は幾何学的には二次元形状であるものの，複数の単

位情報記録領域で形成されるコード自体は，単位情報記録領域の垂直方向及び水平

方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素としているものではなく，あくまで，

複数の単位情報記録領域が図１の水平方向に並べられ，水平方向に順次読み込まれ

るものである（段落【００４１】）から，このコードの情報表示の要素は【図１】10 

の水平方向のみ（一次元）である。 

したがって，乙１発明は本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成を有しない。 

イ 乙１発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明ではなく，コードが印刷され

た光学式カードとその読取装置の発明であること 

(ｱ) 本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は，それ自体で情報コードとしての15 

独立性が担保されたコードを意味する（以下，乙１発明にいうコードと区別するた

め，この意味でのコードを「独立コード」ということがある。）。 

本件発明の特許請求の範囲には，コードの上下左右の決定に関する記載がなく，

また，当該コードを読み取り方向が特定された有体物に印刷・表示してコードの上

下左右を確定するという記載もない。同様に，本件明細書の発明の詳細な説明の記20 

載をみても，コードの上下左右の決定に関する記載や当該コードを読み取り方向が

特定された有体物に印刷・表示してコードの上下左右を確定するという記載もない。

これらは，本件発明における「コード」が，構造情報を含む独立コードであること

の証左である。 

なお，本件特許の請求項４ないし７においては，本件発明の二次元コードの読み25 

取り装置の内容が記載されているが，当該読み取り装置にコードの上下左右を確定
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するための機能があるとの記載はない。このことからも，本件発明の二次元「コー

ド」は独立コードであることが想定されているということができる。 

また，そもそも本件発明は，「構造情報」を有さないコードであるカルラコード

が普及しなかったことを受けて開発されたものであり，その経緯に照らせば，本件

発明にいう「二次元コード」とは，構造情報を有する独立コードを指すことは明ら5 

かである。 

以上のとおり，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は，構造情報を有する独

立コードを意味する。 

(ｲ) 他方，乙１発明のコードは，乙１公報【図１】に示すとおり，連続した単位

情報記録領域２－１ないし２－ｎからなるものであり，単位情報記録領域の各々は10 

「田」の字の四つの単位領域（表示領域）からなる（段落【００２０】）。このよ

うに「田」の字の単位情報記録領域の連続からなる乙１発明のコードは，有意情報

のみを含むものであって，構造情報は，光学式カードとその読取装置により付与さ

れ，それ自体で上下左右を識別することができない。乙１公報には，コードの構造

情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，当該コードは，光学式カードの記録面に15 

形成されることが前提とされていること（【請求項１】）からも明らかなとおり，

光学式カードの記録面に形成されて初めて上下左右が確定し読み取りが可能となる

ものである。すなわち，乙１発明は，当該コード自体で情報コードとしての独立性

が担保されていないものである。 

このように，乙１発明は，コードを光学式カードの記録面に形成しなければ成立20 

しない点で，あくまで「光学式カード」に印刷されることを必須の構成とする発明

であって，独立コードの発明ではない。このことは，乙１発明の名称が「光学式カ

ードおよびその読取装置」とされていることからも明らかである。 

したがって，乙１発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）

には当たらず，乙１発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。 25 

ウ 本件発明が新規性を有すること 
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以上のとおり，本件発明と乙１発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及び

Ｃに係る構成について相違する。 

したがって，本件発明は，乙１発明と異なる発明であり，新規性を有する。 

(5) 争点５（乙２発明に基づく新規性欠如） 

(被告らの主張) 5 

本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成８年

１０月１１日を公開日とする公開特許公報である特開平８－２６３５８０号公報

（乙２。以下「乙２公報」という。）に記載された発明（以下「乙２発明」という。）

であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないもの

である。したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号に該当し，無効とされる10 

べきである。 

 ア 乙２発明の構成 

(ｱ) 乙２公報の記載 

乙２公報には，以下の記載がある。 

【０００１】 15 

【産業上の利用分野】本発明は小さなスペースに大量の情報を表示することがで

きる識別コードマークに関するものである。 

【０００２】 

【従来の技術】従来，物を認識する識別コードマークとして「バーコード」と呼

ばれる１次元のものと，黒と白の方形図形ａ，ｂを図１に示すように架空のます目20 

（実際には表示されない）Ａ内に市松状にマトリックス表示した「２次元コード」

が知られているが，もっとスペース効率の良い識別コードマークの出現が望まれて

いた。 

【０００３】 

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は，小さいスペースで表示し得る25 

情報量を飛躍的に向上することが出来る疑似３次元識別コードマーク，即ち，恰も
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高さ方向にもコード表示素子を配置したと同じ情報量を表示し得る識別コードマー

クを得ることを課題とするものである。 

【０００４】 

【課題を解決するための手段】本発明は，最近の画像処理技術が形状，色調，色

彩をそれぞれ識別し得るようになったことによりなされたもので，第１の発明は，5 

単位図形をマトリックス状に配置した２次元コード識別コードマークにおいて，単

位図形を２種以上の色調又は色彩で表示するようにしたことを特徴とする識別コー

ドマークである。 

【０００７】 

【作用】第１～第３の発明によると，恰も３次元コードのように，表示し得る情10 

報量を飛躍的に向上することができる。 

【０００８】 

【実施例】図２は本発明の実施例１を示すもので，黒の単位図形１，１’の形状

は従来の２次元コードと同じであるが，色調を２種類としたものである。なお色彩

を例えば赤，黒の２種類としても同じであるが，この構成によると，図１に示す従15 

来の２次元コードによって表示される情報の種類が２の４乗＝１６種類であったも

のが，３の４乗＝８１種類と飛躍的に向上する。 

【０００９】図３は本発明の実施例２を示すもので，単位図形を丸２と四角３の

２種類を単位図形とし，且つ２種類の色調（濃淡）又は色彩（赤と黒）としたもの

で，この場合は５の４乗＝６２５種類の情報を表示出来る。 20 

【００１０】 

【異なる実施例】以上，理解を容易にするため，単純構成の２つの実施例を例示

したが，図形の種類，色彩の種類及びマトリックス状に配置する単位図形の数等を

増加することにより，恰も３次元コードのように表示し得る情報量が飛躍的に増大

した識別コードマークが得られる。 25 

【図面の簡単な説明】 
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【図１】従来の２次元コードの識別コードマークの一例を示す図である。 

【図２】本発明の実施例１を示す図である。 

【図１】       【図２】      

 

(ｲ) 乙２発明の構成 5 

前記のとおり，乙２公報には，従来の白黒の二次元コードよりも情報量が多いコ

ードマークを得るという課題と（段落【０００２】，【０００３】），その解決手

段として，単位図形の色を，例えば赤，黒及び白の３色とすることによって，二次

元コードに表示し得る情報量を増大させることが記載されている。すなわち，乙２

公報には，単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表すことが開示され10 

ている。 

なお，図２は，「１」及び「１’」は黒の単位図形であって，その色調が異なる

例を示した図であるが，段落【０００８】において，色調を変化させる代わりに「色

彩を赤，黒の２種類としても同じ」との説明があることから，「１」が黒の単位図

形であり，「１’」が赤の単位図形であると置き換えた例も開示されている。 15 

この点，上記の段落【０００８】の記載において，赤，黒の２種類の色彩である

旨記載されているが，白の単位図形の存在が前提にされていることは明らかである。

すなわち，乙２においては，従来の二次元コードの例である図１の説明として，「黒

と白の方形図形ａ，ｂ」との説明がなされているところ（段落【０００２】），図

２の「ｂ」も白の方形図形であることは明らかであるし，段落【０００８】におい20 

て，図２の二次元コードの情報量を３の４乗＝８１種類としていることから，各単

位図形において３種類の情報が読み取り可能であることが記載されているため，情
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報の識別要素として，白の単位図形の存在が前提にされていることは明らかである。

しかも，段落【００１０】においては，色彩の種類をさらに増加させることも記載

されている。 

したがって，乙２発明は，以下の構成を有する。 

ａ ３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べて形成する 5 

ｂ この配列における単位図形の色を組み合わせることによって，情報を表す 

ｃ 二次元コード 

 イ 本件発明と乙２発明の対比 

(ｱ) 構成要件Ａについて 

本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領10 

域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。 

他方，乙２発明の構成ａは，「３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べて形

成する」である。 

まず，乙２発明の「単位図形」は，本件発明の「表示領域」に相当する。また，

乙２発明においては，単位図形を３色以上の色を用いて着色するから，反射の波長15 

特性が３種以上存在することは明らかである。さらに，乙２発明において，単位図

形を二次元的な配列で並べて形成する点は，本件発明において「表示領域を二次元

的な配列で並べて形成」することと同義である。 

したがって，乙２発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａに相当する。 

(ｲ) 構成要件Ｂについて 20 

本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを

情報表示の要素とした」である。 

他方，乙２発明の構成ｂは，「この配列における単位図形の色を組み合わせるこ

とによって，情報を表す」である。 

乙２発明において，単位図形の色を組み合わせることは，単位図形の波長特性を25 

組み合わせることに他ならない。そして，乙２発明は，単位図形の色を組み合わせ
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ることによって，情報を表すものであるから，色の組み合わせを「情報表示の要素」

としていることも明らかである。 

したがって，乙２発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂに相当する。 

 (ｳ) 構成要件Ｃについて 

本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。他方，5 

乙２発明の構成ｃは，「二次元コード」であるから，乙２発明の構成ｃは，本件発

明の構成要件Ｃに相当する。 

 (ｴ) 小括 

以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙２発明の構成ａないしｃと同一

であるから，本件発明は乙２に記載された発明であり，新規性を欠く。 10 

ウ 原告の主張について 

(ｱ) 原告は，乙２発明は構成要件Ｃにかかる構成を有しないため，本件発明は無

効理由２を有しない旨主張しており，その理由として，まず，「乙２発明はコード

を構成する識別コードマークについての発明」であることを挙げている。 

原告の主張は，乙２発明の「識別コードマーク」は，コードではなく，コードを15 

構成する一要素にすぎないことを主張する趣旨と思われるが，乙２公報には，原告

が引用する段落【０００４】を含め，「識別コードマーク」がコードを構成する一

要素であるかのような記載は一切存在せず，むしろ，乙２公報においては，「識別

コードマーク」という用語が，１次元の「バーコード」や「２次元コード」のよう

なコードそのものを指す用語として用いられていることは明らかであるから，乙２20 

発明についても，３色以上の単位図形を二次元的な配列で並べたものが「識別コー

ドマーク」に該当するものとして説明され（段落【０００４】，【０００８】，【０

０１０】），乙２発明の「識別コードマーク」も，コードそのものを指しているこ

とは明らかである。したがって，「識別コードマーク」がコードを構成する一要素

であるかのような原告の上記主張は明らかに誤りである。 25 

(ｲ) 原告は，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味すると
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ころ，乙２発明のコードは独立コードではないと主張するが，かかる原告の主張は，

その前提となる本件発明の理解を誤ったものであり，失当である。 

 (原告の主張) 

ア 乙２発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明でないこと 

本件発明の構成要件Ｃは，二次元「コード」であることを要する。乙２発明はコ5 

ードを構成する識別コードマークについての発明であり（段落【０００４】等），乙

２発明は構成要件Ｃに係る構成を有していない。 

また，本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。 

乙２発明のコードは，１色のみで塗り分けられる最少表示単位である単位図形を

２種類以上の色調又は色彩で表示し，これらをマトリックス状に配置したものであ10 

り（【請求項１】），乙２明細書の【図２】のように「田」の字の四つのマスを２種類

以上の色調又は色彩で表示したものが乙２発明の典型的な実施例となる。このよう

に乙２発明のコードは，有意情報のみを含むものであって，構造情報を有しておら

ず，それ自体で上下左右を識別することができない。よって，乙２発明は，当該コ

ード自体で情報コードとしての独立性が担保されていないものである。 15 

したがって，乙２発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）に

は当たらず，乙２発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。 

イ 本件発明が新規性を有すること 

以上のとおり，本件発明と乙２発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ｃに係

る構成について相違する。 20 

したがって，本件発明は，乙２発明と異なる発明であり，新規性を有する。 

(6) 争点６（丁１発明に基づく新規性欠如） 

（補助参加人の主張） 

 本件発明は，本件特許の出願前（平成９年１１月２８日）より前である平成７年

７月１１日に頒布された実用新案公報である実用新案登録第３０１３２９４号公25 

報（丁１。以下「丁１公報」という。）に記載された発明（以下「丁１発明」とい
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う。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができな

いものである。 

したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべ

きである。 

ア 丁１発明について 5 

 (ｱ) 丁１公報の記載について 

丁１公報には，以下の記載がある。 

【請求項１】表面の所定領域に情報をコードで印刷して記録したプリペイドカー

ドにおいて，前記コードは４種類以上の色からの１色を有するエリアを組合せてな

る集合体であることを特徴とするプリペイドカード。 10 

【０００２】 

【従来の技術】 

近年，表面に情報をコードで印刷して記録する印刷記録のプリペイドカードがよ

く提案されていた。コードとしては，黒バーと白バー（又はスペース）の組み合わ

せを一方向に並べてなるバーコードが周知である。また，黒マークと白マークを二15 

次元的に配列し，より多くの情報を持てるようにしたものも提案されている。 

【０００３】 

【考案が解決しようとする課題】 

従来のコードは，基本的に黒マークと白マークの配列により所定の情報を持つよ

うにしたものであり，黒と白からなる２値コードある。従って，占有面積の割りに20 

少ない情報しか持てないため，カード表面の情報記録量が制限された。また，バー

（又はマーク）をかなり精密に印刷する必要があり，専用の印刷装置を用いなけれ

ばならない。 

【０００４】 

本考案は，このような不都合を解消し，占有面積に比べてより多くの情報を持て25 

るプリペイドカードを提示することを目的とする。 
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【０００５】 

【課題を解決するための手段】 

上記課題を解決するために本考案では，表面の所定領域に情報をコードで印刷し

て記録したプリペイドカードにおいて，前記コードは４種類以上の色からの１色を

有するエリアを組合せてなる集合体であることを特徴とするプリペイドカードを5 

提供する。 

【０００６】 

【作用】 

上記本考案のプリペイドカードにおいて，情報を記録するため用いられるコード

は，４種類以上の色からの１色を有するエリアを組合せてなる集合体であり，前記10 

一のエリアは４種類以上のパターンが出来る。従って，カード表面の所定の情報領

域に，より多くの情報を持たせることができる。 

【０００７】 

【実施例】 

図１によると，本考案に係るプリペイドカードＣは，表面１に，印刷情報記録領15 

域３を形成し，この記録領域３に図２に示すコード２を用いて，情報データ２０が

印刷して形成された。 

【０００８】 

図２（ａ）によると，コード２は方形のエリア２１と２２を間隔を取らず，一字

状に組合せてなるものであり，エリア２１又は２２は図２（ｂ）に示すようなそれ20 

ぞれ白，青，赤，黒色のエリアＷ，Ｓ，Ｒ，Ｂのいずれかである。 

図２（ｃ）はコード２のパターン図であって，６種類のパターンが示されている

が，実際に，コード２は４×４＝１６種類のパターンが出来る。したがって，同様

な記録領域３に，コード２を用いて形成される情報の量は従来の黒白マーク配列コ

ード及びバーコードの情報の量より多くなる。 25 

【０００９】 
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【考案の効果】 

以上の説明から容易に理解できるように，本考案プリペイドカードは，印刷密度

は従来通りでも，情報の密度を高めることができ，より多くの情報を持たせること

ができる。 

【図１】本考案のプリペイドカードの一実施例の説明図である。 5 

【図２】図１に示すプリペイドカードの記録するには用いるコードの説明図であ

る。 

【図１】 

 

 【図２】 10 

 

(ｲ) 丁１発明について 

丁１公報には，カード表面１上に形成され，複数行×２２列，換言すれば，水平

方向及び垂直方向に配列された領域から成る印刷情報記録領域３が記載されてい

る（段落【０００７】及び【図１】）。 15 
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 そして，印刷情報記録領域３を構成する各エリアには，４種類以上の色（例えば，

白，青，赤，黒色）からの１色が付与される（【請求項１】，段落【０００５】，

段落【０００６】，段落【０００８】，【図１】及び【図２】）。 

 また，隣り合って配置されたエリアのうち２つが，コード２を構成する。印刷情

報記録領域３は，情報データ２０を形成する情報表示の要素として，コード２のエ5 

リアの色の組合せを用いている（段落【０００７】及び段落【０００８】）。 

 したがって，丁１公報には，以下の丁１発明が記載されている。 

丁１ａ：４種類以上の色からの１色を有するエリアを水平方向及び垂直方向の配

列で並べて形成され， 

丁１ｂ：この配列におけるエリアの色の組み合せを情報表示の要素とした 10 

丁１ｃ：ことを特徴とするコード。 

イ 本件発明と丁１発明との対比 

 (ｱ) 構成要件Ａについて 

 本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領

域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。 15 

 他方，丁１発明の構成丁１ａは，「４種類以上の色からの１色を有するエリアを

水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」されるものであるところ，丁１発明の

構成丁１ａの「エリア」は，情報を表示する領域であるから，本件発明の構成要件

Ａの「表示領域」に相当する。また，丁１発明の構成丁１ａ「色」は，本件発明の

構成要件Ａの「反射…の波長特性」に相当する。 20 

 そうすると，丁１発明の構成丁１ａの「４種類以上の色からの１色を有するエリ

ア」は，表示領域が４種類以上の反射の波長特性で構成されるものであるから，表

示領域の反射の波長特性が３種類以上ある場合に含まれるため，本件発明の構成要

件Ａの「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。 

 さらに，丁１発明の構成丁１ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」25 

されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形成」
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に相当する。 

 したがって，丁１発明の構成丁１ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。 

 (ｲ) 構成要件Ｂについて 

 本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを

情報表示の要素とした」である。 5 

 他方，丁１発明の構成丁１ｂは，「この配列におけるエリアの色の組み合せを情

報表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「エリア」（丁１ａ）は，

本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁１発明の構成丁１ｂの

「色」は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。 

そうすると，丁１発明の構成丁１ｂは，配列における表示領域の波長特性の組合10 

せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列に

おける表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。 

 したがって，丁１発明の構成丁１ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。 

 (ｳ) 構成要件Ｃについて 

 本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。 15 

 他方，丁１発明の構成丁１ｃは，「ことを特徴とするコード。」である。 

本件発明における「二次元」コードとは，二次元（例えば，縦（垂直）と横（水

平））に配列した表示領域の組み合わせにより情報を表示するものを意味するもの

である。 

 丁１公報には，カード表面上に形成され，複数行×２２列，換言すれば，水平方20 

向及び垂直方向に配列された領域から成る印刷情報記録領域に記載された情報デ

ータが記載されている（段落【０００７】及び【図１】）。印刷情報記録領域，さら

には，情報データを構成する各エリアには，４種類以上の色（例えば，白，青，赤，

黒色）からの１色が付与される（【請求項１】，段落【０００５】，段落【０００６】，

段落【０００８】，【図１】及び【図２】）。印刷情報記録領域は，情報データを形成25 

する情報表示の要素として，エリアの色の組合せを用いている（段落【０００７】
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及び段落【０００８】）。 

 これらの記載からすれば，丁１発明は，縦（垂直）と横（水平）に配列したエリ

ア（本件発明の「表示領域」に相当する。）の組み合わせにより情報を表示するもの

であるから，丁１発明のコード（情報データ）が，本件発明の「二次元」コードに

相当することは明らかである。 5 

 また，丁１発明は，「エリア」（丁１ａ），すなわち，表示領域を，「水平方向

及び垂直方向の配列で並べて形成」（丁１ａ）し，「エリア（表示領域）の色（波

長特性）の組み合せを情報表示の要素」（丁１ｂ）とした「コード」（丁１ｃ）で

ある。 

そうすると，丁１発明の構成丁１ｃの「コード」は，水平方向及び垂直方向の二10 

次元に配列した表示領域の組合せにより情報を表示するものであるから，本件発明

の構成要件Ｃの「二次元コード」に相当する。 

したがって，丁１発明の構成丁１ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。 

ウ まとめ 

 以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁１発明の構成丁１ａないし15 

丁１ｃと一致するから，本件発明は，丁１公報に記載された発明である。 

（原告の主張） 

ア 丁１発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと 

本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）

方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。 20 

 丁１発明におけるコードは，方形のエリアを間隔を取らず「一字状に」組み合わ

せてなるものであり（丁１公報の段落【０００８】），横（水平）方向のみにしか情

報表示の要素を有しない点で従来の技術であるバーコード等と同じ一次元のコード

である。 

 丁１公報の【図１】によれば，表示領域が横方向（カードの短手方向）のみなら25 

ず，一見，縦方向（カードの長手方向）にも配列されているように見えるが，これ
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はプリペイドカードのコードを印刷するための所定領域の幅に限界があることに起

因するものであり，横一列のコードを何重にも折り返し，折り畳んで配列している

にすぎない。すなわち，プリペイドカードの幅の関係で折り返されていることよっ

て縦方向にも方形のエリアが配列されているように見えるものの，この縦方向の配

列は情報を表示するものではない。丁１発明の印刷情報記録領域３の情報データ２5 

０は，一文字状に組み合わせた方形のエリア２１，２２の組み合わせを用いて形成

されているのみであり（【図１】及び【図２】），その情報表示の要素は横方向のみ（一

次元）である。 

 したがって，丁１発明におけるコードは，横方向及び縦方向の表示領域の「組み

合せ」により情報を表示するものではない点で，本件発明の構成要件Ａ「表示領域10 

を二次元的な配列で並べて形成され」の構成を有しておらず，また，構成要件Ｃに

係る「二次元」コードには当たらない。よって，丁１発明は本件発明の構成要件Ａ

及びＣに係る構成を有しない。 

イ 丁１発明が構成要件Ｃに係る「コード」の発明ではなく，コードが印刷され

たプリペイドカードの発明であること 15 

本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。 

丁１発明は，プリペイドカードに関する発明であり，構造情報は，プリペイドカ

ードの読み取り方向により特定され，この発明におけるコードは，有意情報のみを

表している。丁１発明のコードは，白色，青色，赤色又は黒色のいずれかの色で塗

り分けられる最少表示単位である方形の表示領域（以下コード内の最少表示単位を20 

「表示領域」という。）を間隔を取らず一字状に組み合わせてなるものであり（丁１

公報の段落【０００８】），当該コード自体からは上下左右を識別することができな

い。丁１公報には，コードの構造情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，コード

がプリペイドカードの表面の所定領域に印刷して記録されることが前提とされてい

ること（【請求項１】）からも明らかなとおり，プリペイドカードに印刷されて初め25 

てコードの上下左右が確定し読み取りが可能となるものである。よって，丁１発明
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は，当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていないものである。 

このように丁１発明は，コードをプリペイドカードに印刷して初めて成立するも

のである点で，あくまで「プリペイドカード」に印刷されることを必須の構成とす

る発明であって，独立コードの発明ではない。このことは丁１発明の考案の名称が

「プリペイドカード」とされていることからも明らかである。 5 

したがって，丁１発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）に

は当たらず，丁１発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。 

ウ 本件発明が新規性を有すること 

以上のとおり，本件発明と丁１発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及び

Ｃに係る構成について相違する。 10 

 したがって，本件発明は，丁１発明と異なる発明であり，新規性を有する。 

(7) 争点７（丁２発明に基づく新規性欠如） 

（補助参加人の主張） 

本件発明は，本件特許の出願前（平成９年１１月２８日）より前である平成５年

１０月８日に日本国内において公開された公開特許公報である特開平５－２５８０15 

９５号公報（丁２。以下「丁２公報」という。）に記載された発明（以下「丁２発

明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けること

ができないものである。 

したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべ

きである。 20 

ア 丁２発明について 

 (ｱ) 丁２公報の記載について 

丁２公報には，以下の記載がある。 

【００１２】図１に示すように，本発明の一実施例に係る光学式カードの読み取

り書き込み装置２０は，カード挿入口２２を有する。このカード挿入口２２から，25 

例えば図２に示すような光学式カード１が挿入される。光学式カード１は，いわゆ
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るカルラコードで情報が記録される情報記録領域２を有する。情報記録領域２は，

一定の読み取り方向Ａに沿って，複数の単位情報記録領域２－１，２－２，２－

３，…，２－ｎに区分けしてあり，これら単位情報記録領域２－１，２－２，２－

３，…，２－ｎを，それぞれ例えば２×２の四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄに区分

けし，単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄのうちの任意の領域に光の反射率の低い黒色マーク5 

部ＭＢを付け，あるいは黒色マークＭＢを付けない白色マーク部ＭＷを設け，これ

らの組合せでデータの記録または識別を行う。黒色のマーク部ＭＢは，例えば黒色

インキを用いて所定のパターンにオフセット印刷することなどで構成される。白色

マーク部ＭＷは，カード１０の表面の地色で構成しても良いが，銀色インキあるい

は白色インキを用いて所定のパターンにオフセット印刷することなどで構成され10 

る。 

【００１３】カルラコードの各単位情報記録領域２－１，２－２，２－３，…，

２－ｎにおける情報量を考察すると，隣接する四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄ毎に

「黒色マーク部」，「白色マーク部」の二つの状態が存在するため，単位領域当た

り２４＝１６ビットの情報の記録が可能である。 15 

【００２３】なお，本発明は，上述した実施例に限定されるものではなく，本発

明の範囲内で種々に改変することができる。例えば，上述した実施例では，カルラ

コードを構成する単位領域ａ，ｂ，ｃ，ｄには，黒色マーク部ＭＫおよび白色マー

ク部ＭＢの二種類のマークを付するように構成したが，これに限定されず，三色以

上のマークを付するように構成することもできる。その場合には，隣接する四つの20 

単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４４＝２５６種類の情報の記

録が可能となる。ただし，この実施例の場合には，マークの色を判別する必要があ

ることから，波長が相違する光を照射してその反射特性を検出するなどの工夫が必

要となる。 

【図２】従来例に係る光学式カードの読み取り書き込み装置の概略断面図であ25 

る。 
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   【図２】 

   

(ｲ) 丁２発明について 

丁２公報には，光学式カード１上に形成された情報記録領域２が記載されている

ところ，情報記録領域２は，連続した単位情報記録領域２－１～２－ｎから成るも5 

のである（【図２】）。 

そして，単位情報記録領域の各々は，２行×２列，換言すれば，水平方向及び垂

直方向に配列された四つの単位領域ａ，ｂ，ｃ及びｄからなる（段落【００１２】

及び段落【００１３】）。 

 単位領域の各々は，三色以上のマークを付し，又は，何も付さないように構成す10 

ることもできる（段落【００１２】及び段落【００２３】）。 

 一の単位情報記録領域は，四つの単位領域の色の組合せを情報表示の要素として

いる。 

 したがって，丁２公報には，以下の発明が記載されている。 

丁２ａ：色が異なる４種以上の単位領域を水平方向及び垂直方向の配列で並べて15 

形成され， 

丁２ｂ：この配列における単位領域の色の組み合せを情報表示の要素とした 

丁２ｃ：ことを特徴とする単位情報記録領域。 

イ 本件発明と丁２発明との対比 

 (ｱ) 構成要件Ａについて 20 
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 本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領

域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。 

「二次元」とは，例えば，縦と横のように次元が２つあることを指すところ，本

件明細書においては，「二次元コードは二次元に配列した表示領域（黒又は白で塗り

分けられる最少表示単位）の組み合せにより情報を表示するもので，ＰＤＦ４１７，5 

カルラコード等が知られている。」（甲２公報の段落【００４８】）と記載されている。 

したがって，本件発明における「二次元コード」とは，二次元（例えば，縦（垂

直）と横（水平））に配列した表示領域の組み合わせにより情報を表示するものを意

味する。 

丁２発明の構成丁２ａは，「色が異なる４種以上の単位領域を水平方向及び垂直10 

方向の配列で並べて形成され」るものである。 

本件発明における「表示領域」とは，固有の反射又は放射の波長特性を有し表示

する領域であって，所定の配列で並べられ，当該配列における反射又は放射の波長

特性の組み合わせによって情報を表すものをいう（甲２公報の段落【００１０】，【０

０１１】等参照）ところ，情報が表示される領域である丁２発明の「単位領域」は15 

これに該当する。 

そして，丁２発明において「単位領域」が「二次元」に配列されていることは，

原告自身「単位情報記録領域が２×２の単位領域で構成されている」と述べて，認

めているとおりである。 

また，丁２発明の構成丁２ａの「色」は，本件発明の構成要件Ａの「反射…の波20 

長特性」に相当する。 

 そうすると，丁２発明の構成丁２ａの「色が異なる４種以上の単位領域」は，表

示領域が反射の波長特性の異なる４種類以上で構成されるものであるから，表示領

域の反射の波長特性が３種類以上ある場合に含まれるため，本件発明の構成要件Ａ

の「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する。 25 

 さらに，丁２発明の構成丁２ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」
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されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形成」

に相当する。 

したがって，丁２発明の構成丁２ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。 

(ｲ) 構成要件Ｂについて 

 本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを5 

情報表示の要素とした」である。 

他方，丁２発明の構成丁２ｂは，「この配列における単位領域の色の組み合せを

情報表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「単位領域」（丁２ａ）

は，本件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁２発明の構成丁２

ｂの「色」は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。 10 

そうすると，丁２発明の構成丁２ｂは，配列における表示領域の波長特性の組合

せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列に

おける表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。 

 したがって，丁２発明の構成丁２ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。 

 (ｳ) 構成要件Ｃについて 15 

 本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。 

 他方，丁２発明の構成丁２ｃは，「ことを特徴とする単位情報記録領域。」であ

る。 

丁２公報には，単位領域ごとに三色以上のマークを付し，又は，何も付さないよ

うに構成することにより，２×２の四つの単位領域からなる１つの単位情報記録領20 

域において，４⁴＝２５６種類の情報の記録が可能となることが記載されている（丁

２公報の段落【００１２】及び段落【００２３】並びに【図２】参照）。つまり，

１つの単位情報記録領域のみに着目したとしても，縦（垂直）方向及び横（水平）

方向の二次元に配列された単位領域（本件発明の「表示領域」に相当する。）の組

み合わせにより情報を表示しているから，丁２発明のコード（単位情報記録領域）25 

が，本件発明の「二次元コード」に相当することは明らかである。 
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また，丁２発明は，「カルラコード」に関する発明であるところ（丁２公報の段

落【００１２】，【００１３】，【００２３】及び【図２】参照），「カルラコー

ド」は，本件明細書において，本件発明の「二次元コード」の例として明示されて

いる（本件明細書の段落【００４８】）のであるから，この点からも，丁２発明の

コード（単位情報記録領域）が本件発明の「二次元コード」に相当することは明ら5 

かである。 

したがって，丁２発明の構成丁２ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。 

ウ まとめ 

以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁２発明の構成丁２ａないし

丁２ｃと一致するから，本件発明は，丁２公報に記載された発明である。 10 

(原告の主張) 

ア 丁２発明が構成要件Ａ及びＣの「二次元」コードではないこと 

本件発明の構成要件Ａ及びＣの「二次元」とは，縦（垂直）方向及び横（水平）

方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素とすることを意味する。 

丁２発明におけるコードは，四つの単位領域を有する単位情報記録領域が２－１15 

ないし２－ｎまで並んでいるものであり（丁２公報の【図２】），単位情報記録領域

が２×２の単位領域で構成されてはいるものの，情報記録領域は，丁２公報の【図

２】の水平方向のみにしか情報表示の要素を有しない点で，「二次元」コードといえ

ないもので，情報の構造という意味では，一次元のコードである。 

すなわち，丁２公報の【図２】においては，表示領域が水平方向のみならず，一20 

見，垂直方向にも配列されているように見えるが，これは，単に情報の読み取り単

位である，単位情報記録領域が，２×２の単位領域で構成されているからにすぎな

い。丁２発明のコードの単位情報記録領域は幾何学的には二次元形状であるものの，

複数の単位情報記録領域で形成されるコード自体は，単位情報記録領域の垂直方向

及び水平方向の表示領域の組み合わせを情報表示の要素としているものではなく，25 

あくまで，複数の単位情報記録領域が図２の水平方向に並べられ，水平方向に順次
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読み込まれるものである（丁２公報の段落【０００４】）から，このコードの情報表

示の要素は丁２公報の【図２】の水平方向のみ（一次元）である。 

したがって，丁２発明は本件発明の構成要件Ａ及びＣに係る構成を有しない。 

イ 丁２発明は光学式カードの読み取り書き込み方法と読み取り書き込み装置で

あること 5 

本件発明の構成要件Ｃに係る「コード」は独立コードを意味する。 

丁２発明のコードは，丁２公報の【図２】に示すとおり，連続した単位情報記録

領域２－１ないし２－ｎからなるものであり，単位情報記録領域の各々は「田」の

字の四つの表示領域からなる（丁２公報の段落【００１２】）。このように「田」の

字の単位情報記録の連続からなる丁２発明のコードは，有意情報のみを含むもので10 

あって，それ自体で上下左右を識別することができない。丁２には，コードの構造

情報に関しては何ら記載がなく，むしろ，当該コードは，光学式カードの表面に書

き込まれることが前提とされていること（【請求項２】）からも明らかなとおり，光

学式カードの表面に印字されて初めて上下左右が確定し読み取りが可能となるので，

当該コード自体で情報コードとしての独立性が担保されていない。 15 

このように，丁２発明は，コードを光学式カードの表面に書き込まなければ成立

しない点で，あくまで「光学式カード」に印刷されることを必須の構成とする発明

であって，独立コードの発明ではない。このことは丁２発明の名称が「光学式カー

ドの読み取り書き込み方法と読み取り書き込み装置」とされていることからも明ら

かである。 20 

したがって，丁２発明のコードは，構成要件Ｃに係る「コード」（独立コード）に

は当たらず，丁２発明は本件発明の構成要件Ｃに係る構成を有しない。 

ウ 本件発明が新規性を有すること  

以上のとおり，本件発明と丁２発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａ及び

Ｃに係る構成について相違する。 25 

したがって，本件発明は，丁２発明と異なる発明であり，新規性を有する。 
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 (8) 争点８（丁３発明に基づく新規性欠如） 

（補助参加人の主張） 

本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前である平成８年

１２月１３日に日本国内において公開された公開特許公報である特開平８－３２９

１７２号公報（丁３。以下「丁３公報」という。）に記載された発明（以下「丁３5 

発明」という。）であるから，特許法２９条１項３号の規定により特許を受けるこ

とができないものである。 

したがって，本件特許は，同法１２３条１項２号により，直ちに無効とされるべ

きである。 

ア 丁３発明について 10 

 (ｱ) 丁３公報の記載について 

丁３公報には，以下の記載がある。 

【発明の詳細な説明】 

【０００１】 

【産業上の利用分野】この発明は，平面状の記録面に，記録すべきデジタル情報15 

を２次元パターンとして記録するデジタル情報記録方法に関する。また，そのよう

なデジタル情報記録方法によって記録されたデジタル情報を解読するのに適したデ

ジタル情報解読装置に関する。 

【０００２】 

【従来の技術】最近，紙などの平面状の記録面内に設けられた情報記録領域に，20 

ビットに対応する行列状の桝目を仮想的に設定し，上記各桝目に０と１のデータを

表す白または黒を付して，記録すべきデジタル情報を２次元パターンとして表現す

る記録方式が盛んに開発されている。 

【００４１】このデジタル情報記録方法では，図１(a)に示すように，記録面２

０内に設けられた正方形の情報記録領域２３に，行列状に複数隙間なく並ぶ正方形25 

の枡目を仮想的に設定する。この例では，情報記録領域２３は，簡単のため縦１１
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個×横１１個の枡目で構成されるものとしているが，さらに多くの枡目で構成され

たものであっても良い。 

【００４２】図１(a)に示すように，記録すべきデジタル情報に対応して情報記

録領域２３の各枡目に０又は１を割り当ててなる第１次パターン３０を設定する。

なお，図１(a)，(b)では便宜上，値０をとる枡目を白，値１をとる枡目をハッチン5 

グで表している。 

【００４３】図１(b)に示すように，上記記録面２０内での位置を示すための位

置情報パターンとして特定パターン２２を設定する。この特定パターン２２は，値

１が割り当ててられた１個の枡目からなる中心部４１と，その周囲を環状に取り囲

む値０が割り当てられた８個の枡目からなる第１環状部４２と，さらにその周囲を10 

環状に取り囲む値１が割り当てられ１６個の枡目からなる第２環状部４３とで構成

されている。全体として５行×５列の合計２５個の枡目を含む正方形のブロックと

なっている。この例では，特定パターン２２を情報記録領域２３の中央に配置す

る。 

【００４４】図１(c)に示すように，第１次パターン３０の特定の位置に特定パ15 

ターン２２を枡目単位で対応させて重ねる。この例では，特定パターン２２を図１

(b)で情報記録領域２３の中央に配置したことに対応して，第１次パターン３０の

中央の位置に重ねる。そして，第１次パターン３０のうち特定パターン２２と重な

らない位置の枡目に，第１次パターン３０のその位置の枡目がとる値に応じて第１

のマークＭ１としての色Ｃ１，第２のマークＭ２としての色Ｃ２を付与する。ま20 

た，第１次パターン３０のうち特定パターン２２の値０をとる枡目（第１環状部４

２の枡目）と重なる位置の枡目にも，第１次パターン３０のその位置の枡目がとる

値に応じて第１のマークＭ１としての色Ｃ１第２のマークＭ２としての色Ｃ２を付

与する。一方，第１次パターン３０のうち特定パターン２２の値１をとる枡目（中

心部４１及び第２環状部４３の枡目）と重なる位置の枡目に，第１次パターン３０25 

のその位置の枡目がとる値に応じて，第１及び第２のマークＣ１，Ｃ２と異なる第
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３のマークＭ３としての色Ｃ３又は第４のマークＭ４としての色Ｃ４を付与する。

このようにして第２次パターン３１を作成する。 

【００４５】第１次パターン３０の枡目がとる値と，特定パターン２２の枡目が

とる値とから，第２次パターン３１の枡目に付与されるマークを決定する仕方は，

表１に示す通りである。 5 

【表１】 

 

このようにして第１次パターン３０と特定パターン２２とから第２次パターン３

１を作成し，この第２次パターン３１を情報記録領域２３に実際に表現する。特

に，図７に示したように情報記録領域が大面積である場合には，特定パターン２２10 

を所定の間隔で縦横に複数配置し，各特定パターン２２の位置で表１に示したルー

ルに従って処理を行って第２次パターンを作成するのが好ましい。 

【００４６】このようにして記録を行った場合，本来記録すべきデジタル情報

を，情報記録領域２３の全域にわたって記録することができる。」 

【図１】この発明の一実施例のデジタル情報記録方法を説明する図である。 15 

  

           【図１】 
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(ｲ) 丁３発明について 

丁３公報に記載された発明は，平面状の記録面に，記録すべきデジタル情報を２

次元パターンとして記録するデジタル情報記録方法に関するものである（段落【０

００１】）。 5 

 丁３公報には，情報記録領域２３内に表現された，１１行×１１列，換言すれ

ば，水平方向及び垂直方向に配列された枡目から成る第２次パターン３１が記載さ

れている（段落【００４１】及び【図１】（ｃ））。 

 また，第２次パターン３１の枡目の各々には，対応する第１次パターン３０及び

特定パターン２２の枡目の値に応じて，「第１のマークＭ１としての色Ｃ１」，10 

「第２のマークＭ２としての色Ｃ２」，「第３のマークＭ３としての色Ｃ３」及び

「第３のマークＭ４としての色Ｃ４」の４色のいずれか一つが付与される（段落

【００４４】）。 
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 そして，第２次パターン３１は，その枡目の色の組合せを記録すべきデジタル情

報の情報表示の要素としている（段落【０００１】，【００４４】ないし【００４

６】）。 

 したがって，丁３公報には，以下の発明が記載されている。 

丁３ａ：４色の枡目を水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成され， 5 

丁３ｂ：この配列における枡目の色の組み合せを情報表示の要素とした 

丁３ｃ：ことを特徴とする２次元パターン。 

イ 本件発明と丁３発明との対比 

 (ｱ) 構成要件Ａについて 

 本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領10 

域を二次元的な配列で並べて形成され，」である。 

 本件明細書によれば，「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，波長特性が

異なる表示領域が３種類以上あることを意味する（段落【００１１】参照）。そして，

「反射…の波長特性が異なる」とは，表示領域の色が異なることを意味すること（段

落【００１１】参照）からすれば，「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，15 

色が異なる表示領域が３種類以上あることを意味するものである。 

 他方，丁３発明の構成丁３ａは，「４色の枡目を水平方向及び垂直方向の配列で

並べて形成され」るものである。 

丁３発明の構成丁３ａの「升目」は，情報を表示する領域であるから，本件発明

の構成要件Ａの「表示領域」に相当し，丁３発明の構成丁３ａの「色」は，本件発20 

明の構成要件Ａの「反射…の波長特性」に相当する。 

また，丁３公報には，情報記録領域内に表現された，１１行×１１列，換言すれ

ば，水平方向及び垂直方向に配列された枡目（すなわち，表示領域）から成る第２

次パターン３１が記載されている（段落【００４１】及び【図１】（ｃ））。そし

て，第２次パターン３１の枡目の各々には，対応する第１次パターン３０及び特定25 

パターン２２の枡目の値に応じて，「第１のマークＭ１としての色Ｃ１」，「第２の



 

 

51 

 

マークＭ２としての色Ｃ２」，「第３のマークＭ３としての色Ｃ３」及び「第３のマ

ークＭ４としての色Ｃ４」の４色のいずれか一つが付与される（段落【００４

４】）。 

したがって，丁３発明は，升目（本件発明の「表示領域」に相当する。）の色が４

種類で構成されるのであるから，本件発明の構成要件Ａの「（反射又は放射の）波長5 

特性が異なる３種以上の表示領域」に相当する構成を有することは明らかである。 

 さらに，丁３発明の構成丁３ａは，「水平方向及び垂直方向の配列で並べて形

成」されるものであるため，本件発明の構成要件Ａの「二次元的な配列で並べて形

成」に相当する。 

したがって，丁３発明の構成丁３ａは，本件発明の構成要件Ａと一致する。 10 

 (ｲ) 構成要件Ｂについて 

本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合せを

情報表示の要素とした」である。 

他方，丁３発明の構成丁３ｂは，「この配列における枡目の色の組み合せを情報

表示の要素とした」ものであるところ，上記のとおり，「升目」（丁３ａ）は，本15 

件発明の構成要件Ａの「表示領域」に相当する。また，丁３発明の構成丁３ｂの「色」

は，本件発明の構成要件Ｂの「波長特性」に相当する。 

そうすると，丁３発明の構成丁３ｂは，配列における表示領域の反射特性の組合

せを情報表示の要素としたものであるため，本件発明の構成要件Ｂの「この配列に

おける表示領域の波長特性の組み合せを情報表示の要素としたこと」に相当する。 20 

 したがって，丁３発明の構成丁３ｂは，本件発明の構成要件Ｂと一致する。 

 (ｳ) 構成要件Ｃについて 

本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」である。 

 他方，丁３発明の構成丁３ｃは，「ことを特徴とする２次元パターン。」である。 

上記のとおり，丁３発明は，「升目」（丁３ａ），すなわち，表示領域を，「水25 

平方向及び垂直方向の配列で並べて形成」（丁３ａ）し，「升目（表示領域）の色
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（波長特性）の組み合せを情報表示の要素」（丁３ｂ）とした「２次元パターン」

（丁３ｃ）であるから，水平方向及び垂直方向の二次元に配列した表示領域の組合

せにより情報を表示するものであり，本件発明の構成要件Ｃの「二次元コード」に

相当する。 

したがって，丁３発明の構成丁３ｃは，本件発明の構成要件Ｃと一致する。 5 

ウ まとめ 

 以上のとおり，本件発明の構成要件ＡないしＣは，丁３発明の構成丁３ａないし

丁３ｃと一致するから，本件発明は，丁３公報に記載された発明である。 

(原告の主張) 

ア  丁３発明が構成要件Ａに係る「波長特性が異なる３種以上の表示領域」を有10 

しないこと 

(ｱ) 「波長特性が異なる３種以上の表示領域」の意義 

本件発明の構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」とは，波長特性

の異なる表示領域が３種類以上あることを意味するが（本件明細書の段落【００１

１】），これは，単に表示領域が３種類以上あるということをいうにとどまらず，有15 

意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種以上存在すること

を意味すると解すべきである。 

本件発明においてコードを構成する表示領域を３種類以上で構成することとした

目的は，モノクロの情報コードの情報表示量に限界があるため，表示領域を３種類

以上で構成することで既存の表示パターンを変えずに情報量を大幅に増大させるこ20 

とにある。すなわち，従来のモノクロの情報コードにおいては表示領域に地色とそ

れ以外の一色しか用いることができないため，多くの情報を表示しようとすると，

表示パターンが複雑化するとともに大型化し，実用的でなくなるという問題があっ

た（本件明細書の段落【０００６】）。本件発明は，波長特性が異なる３種以上の表

示領域によってコードを形成することで，表示できる情報量のパターンを，表示領25 

域の種類の数と表示領域数を掛け合わせた数へと大幅に増大させ，これにより，従
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来の課題を解決するものである（本件明細書の段落【００１１】ないし【００１３】）。 

このように，コードで表示できる情報量を飛躍的に増大するという本件発明の効

果（本件明細書の段落【００５５】）に鑑みると，構成要件Ａの「波長特性が異なる

３種以上の表示領域」とは，単に表示領域が３種類以上あるということを意味する

にとどまらず，有意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種5 

以上存在することを意味すると解するほかない。 

(ｲ) 丁３発明における有意情報の表示領域 

丁３発明において，コードを構成する表示領域を多色化した目的は，コード内に

構造情報を配置するとその分だけ有意情報の記録できる領域が減少することから，

有意情報と構造情報とが重なる部分を多色化することで，有意情報の情報量を減少10 

させることなく構造情報を配置することにある。 

丁３発明においては，①記録すべきデジタル情報に対応して情報記録領域２３の

各枡目に０又は１を割り当ててなる第１次パターン３０を設定し（丁３公報の段落

【００４２】），②記録面２０内での位置を示すための位置情報パターンとして特定

パターン２２を設定し（丁３公報の段落【００４３】），③第１次パターン３０の特15 

定の位置に特定パターン２２を枡目単位で対応させて重ね，第１次パターン３０の

枡目がとる値（０又は１）と特定パターン２２の枡目がとる値（０又は１）の重な

りの組み合わせに応じて，第１のマークＭ１ないし第４のマークＭ４を付し（丁３公

報の【表１】），第１のマークＭ１ないし第４のマークＭ４のそれぞれに対して色Ｃ１

ないしＣ４を付与する（丁３公報の段落【００４４】）ことによりコードが形成され20 

る。 

丁３発明は，形式的には，色Ｃ１ないしＣ４の４色の表示領域を並べて形成されて

いるようにみえるが，これは単に，有意情報を示す第１次パターン３０に，位置情

報パターンとしての特定パターン２２（有意情報を持たない）を重ねたときの重な

り方の四つの場合を識別するために四つの色を付与しているにすぎない。結局のと25 

ころ，丁３発明では，第１次パターン３０に設定された０又は１という二つの値の
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みによって有意情報が示されており，有意情報を示す表示領域の構成自体は，従来

のモノクロのコードと何ら変わりはない。このように，丁３発明には，有意情報を

示す表示領域としては，０又は１の２種類しか存在しない。 

(ｳ) 丁３発明が構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」を有しない

こと 5 

以上のとおり，本件発明の構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」

とは，有意情報を示す表示領域として，波長特性が異なる表示領域が３種類以上存

在することを意味するのに対し，丁３発明においては，有意情報を示す表示領域と

しては，０又は１の２種類しか存在しない。 

したがって，丁３発明は，構成要件Ａ「波長特性が異なる３種以上の表示領域」10 

に係る構成を有しない。 

イ 本件発明が新規性を有すること 

以上のとおり，本件発明と丁３発明とは，少なくとも本件発明の構成要件Ａに係

る構成について相違する。 

したがって，本件発明は，丁３発明と異なる発明であり，新規性を有する。 15 

(9) 争点９（原告に生じた損害の額）（被告ＮＴＴデータ関係） 

(原告の主張） 

ア 特許法１０２条３項適用による損害の額 

被告ＮＴＴデータが本件認証機能を実現するソフトウェアを被告金融機関らに対

して譲渡等することによりこれまでに得られた総売上高は，２億円を下らない。 20 

本件認証機能は，インターネットバンキングにおける取引内容を暗号化した本件

コードによって当該取引内容を確認できるようにすることで，不正な取引が行われ

るのを未然に防止するものである。このことからすれば，本件コードは，本件認証

機能において不可欠な役割を果たしているのであって，本件発明が本件認証機能を

実現するソフトウェアの利用料に係る売上に大きく貢献していることは明らかであ25 

るから，本件特許権にかかる実施料率は，１０％を下らない。したがって，被告Ｎ
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ＴＴデータの本件特許権の侵害により原告が被った損害額は，特許法１０２条３項

の適用により，２０００万円を下らない。 

イ 弁護士・弁理士費用相当の損害の額 

原告は，本件を解決するためには専門家である弁護士に委任した上で，本件訴訟

を提起することを余儀なくされたところ，上記委任事務に係る委任報酬等は，少な5 

くとも４００万円を下らない。この費用の出捐は，被告ＮＴＴデータの不法行為（本

件特許権侵害行為）と相当因果関係のある損害である。 

ウ まとめ 

以上より，原告が，被告ＮＴＴデータの本件特許権侵害により受けた損害は，２

４００万円を下回らない。 10 

そこで，原告は，本件訴訟において，被告ＮＴＴデータに対し，その一部請求と

して，１２００万円を請求する。 

(被告ＮＴＴデータの主張) 

原告の主張は争う。 

(10) 争点１０（原告に生じた損害の額）（被告金融機関ら関係） 15 

 (原告の主張) 

ア 特許法１０２条３項適用による損害の額 

(ｱ) 被告金融機関らが，各々のインターネットバンキングサービスの利用者に対

し本件認証サービスを提供することによりこれまでに得られた総売上額は，各金融

機関につき２０００万円を下らない。 20 

本件認証サービスは，サービスの提供主体が本件コードを生成して利用者の端末

に表示し，利用者がこれを認証に利用することで不正な取引が行われるのを未然に

防止するものである。このことからすれば，本件コードは，本件認証サービスの提

供において不可欠な役割を果たしているのであって，本件発明が本件認証サービス

の利用料に係る売上げに大きく貢献していることは明らかであるから，本件特許権25 

にかかる実施料率は，１０％を下らない。 
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(ｲ) また，被告金融機関らが，各々のインターネットバンキングサービスで本件

コードを作成した回数は２００万回を下らない。 

本件認証サービスの重要性，同サービスの提供における本件コードの不可欠性は，

先に述べたとおりであり，本件特許権にかかる実施料として，原告が受け取るべき

額は，被告金融機関らが本件コードを生成するごとに１０円を下らない。 5 

(ｳ) したがって，特許法１０２条３項の適用による被告金融機関らの本件特許権

の侵害により原告が被った損害の額は，売上額に実施料率を乗じた額又は本件コー

ドを作成した回数に生成一回ごとの実施料１０円を乗じた額のいずれかによって得

られ，その額は被告金融機関らそれぞれにつき２００万円を下らない（本件におい

ては，いずれかの計算式により高い金額となる額をもって損害額と主張する。）。 10 

イ 弁護士費用相当の損害について 

原告は，本件を解決するためには専門家である弁護士に委任した上で，本件訴訟

を提起することを余儀なくされたところ，上記委任事務に係る委任報酬等は，被告

金融機関らそれぞれにつき少なくとも４０万円を下らない。この費用の出捐は，被

告金融機関らの不法行為（本件特許権侵害行為）と相当因果関係のある損害である。 15 

ウ まとめ 

原告が，被告金融機関らの本件特許権侵害により受けた損害は，被告金融機関ら

それぞれにつき２４０万円を下らない。 

そこで，原告は，本件訴訟において，被告金融機関らに対し，その一部請求とし

て，それぞれ１２０万円を請求する。 20 

 （被告金融機関らの主張） 

 原告の主張は争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点４（乙１発明に基づく新規性欠如）について 

 事案に鑑み，争点４についてまず判断する。 25 

(1) 本件発明の要旨 
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本件発明の要旨は，上記第２の２(2)イ記載のとおりであり，また本件明細書には，

次の記載がある。 

【００１０】 

【課題を解決するための手段】 

（１） 本発明のコードは，反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域5 

を配列で並べて形成され，この配列における表示領域の波長特性の組み合せを情報

表示の要素としたことを特徴とする。 

【００１１】 

 ここで，反射又は放射の波長特性が異なるとは，所定の配列で並べられて情報コ

ードを形成する表示領域の色が異なること，及び情報コードをステルスコードとし10 

て形成した場合に，その表示領域に印刷された蛍光体の放射波長が異なることをい

う。また反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領域とは，上記波長特性

の異なる表示領域が３種類以上あることを意味し，表示領域の大きさ又は形状の異

なるものを使用する場合は，表示領域の種類の数は，これらを組み合わせた数とな

る。 15 

【００１２】 

 この情報コードで表示できる情報量は，表示領域の種類の数を，並べられた表示

領域数でべき乗した値となるので，モノクロで表示された情報コードに比べて，非

常に多くの情報を表すことが出来るようになる。 

【００４８】 20 

二次元コードは二次元に配列した表示領域（ 黒又は白で塗り分けられる最少表

示単位）の組み合せにより情報を表示するもので，ＰＤＦ４１７，カルラコード等

が知られている。この二次元コードにおいて，各表示領域を，反射又は放射の波長

特性が異なる３種以上の表示領域によって形成し，この二次元配列における表示領

域の波長特性の組み合せを情報表示の要素とする。 25 

(2) 乙１発明 
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ア 乙１公報（特開平５－２３３８９８号公報）は，本件特許の出願日（平成９

年１１月２８日）より前の平成５年９月１０日を公開日とする公開特許公報である

が，上記第２の３（４）(被告らの主張)ア(ｱ)に列挙したとおりの記載ないし図面が

あり，これらによれば，従来の白黒のカルラコード（【図４】）では情報量が少な

いこと等の課題と（段落【０００７】），その解決手段として，単位領域の着色を，5 

例えば赤色，緑色及び黄色の３色に多色化することによって，記録可能な情報の種

類を増やし，記録密度を向上させられることが記載されている（段落【００１５】，

【００１６】，【００２４】）。そして，乙 1 公報の段落【００２４】には，「隣

接する四つの単位領域から構成される一単位情報記録領域に対して４⁴＝２５６種

類の情報の記録が可能となっている」とあるとおり，隣接する四つの単位領域によ10 

り形成された情報記録領域が，ある特定の情報を表示することが開示されている。 

また，乙 1 公報は，【図１】及び【図４】に示されるように，カルラコードは，

単位領域を縦横に２×２に並べて形成され，着色の色によって，波長特性が異なる

ことも説明されている（段落【００２１】ないし【００２４】）。 

イ 以上からすると，乙１公報には，以下の構成からなる発明が記載されている15 

と認められる。 

ａ 四つの３色の単位領域を２×２に配列して， 

ｂ この配列における単位領域の色を組み合わせることによって，情報を表す単

位情報記録領域を形成する 

ｃ カルラコード 20 

(3) 本件発明と乙１発明の構成要件の対比 

ア 構成要件Ａについて 

本件発明の構成要件Ａは，「反射又は放射の波長特性が異なる３種以上の表示領

域を二次元的な配列で並べて形成され，」であるところ，乙１発明の構成ａは，「四

つの３色の単位領域を２×２に配列して，」である。 25 

 ところで色が異なるということは，波長特性が異なることであるから，乙１発明
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にいう「３色」は，構成要件Ａにいう「波長特性が異なる３種」に相当する。 

 また，乙１発明は，四つの３色の「単位領域」を２×２に配列してなる一つの「単

位情報記録領域」において，４４＝２５６種類の情報の記録が可能となる(段落【０

０２４】)とされているから，乙１発明における「単位領域」は，波長特性を有して

表示する領域であって，２×２の配列で並べられ，当該配列における波長特性の組5 

み合わせによって情報を表すものをいうと解されるところ，他方，前掲の本件明細

書の記載からすると，本件発明における「表示領域」も，固有の反射又は放射の波

長特性を有して表示する領域であって，所定の配列で並べられ，当該配列における

反射又は放射の波長特性の組み合わせによって情報を表すものをいうと解されるか

ら，乙１発明の「単位領域」は，構成要件Ａにいう「表示領域」に相当する。 10 

その上，乙１発明は，この「３色の単位領域」を四つ，縦横に２枚ずつ２×２に

配列しているから，これは「波長特性が異なる３種」を「二次元的な配列で並べて

形成」しているに相当する。 

したがって，乙１発明の構成ａは，本件発明の構成要件Ａと同一であると認めら

れる。 15 

イ 構成要件Ｂについて 

本件発明の構成要件Ｂは，「この配列における表示領域の波長特性の組み合わせ

を情報表示の要素とした」であり，乙１発明の構成ｂは，「この配列における単位

領域の色を組み合わせることによって，情報を表す単位情報記録領域を形成する」

である。 20 

 前記のとおり，「単位領域」を構成する色はそれぞれ別個の波長特性を有してい

ることからすると，乙１発明の構成 b において，「単位領域の色を組み合わせる」

とあるのは，本件発明の構成要件Ｂにいう「表示領域の波長特性を組み合わせる」

ことと同じである。 

そして，乙１発明の「単位領域」と本件発明の「表示領域」とは同義であること25 

からすると，この四つの「単位領域」から構成される「単位情報記録領域」は「情
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報表示の要素」と同義のものということができる。 

したがって，乙１発明の構成ｂは，本件発明の構成要件Ｂと同一であると認めら

れる。 

ウ 構成要件Ｃについて 

本件発明の構成要件Ｃは，「ことを特徴とする二次元コード。」であり，他方，5 

乙１発明の構成ｃは，「カルラコード」である。 

乙１発明は，カルラコードに関する発明であるところ，上記第２の３（４）(被告

らの主張)ア(ｱ)に掲記された乙１公報の段落【０００１】，【０００２】の記載及

び【図１】，【図４】からすると，乙１発明の「カルラコード」とは，「マーク状

に情報が記録された光学式カード」の一種であって，単位領域を二次元的な配列で10 

並べて形成するものであると認められる。 

そうすると，乙１発明の構成 c の「カルラコード」が二次元的な情報コードであ

ることは明らかである。 

したがって，乙１発明の構成ｃは，本件発明の構成要件Ｃと同一であるものと認

められる。 15 

エ 原告の主張について 

原告は，乙１発明が「二次元」コードでなく，また，「独立コード」ではないと

して，乙１発明と本件発明の同一性を争うが，いずれも失当である。 

(ｱ) 乙１発明が「二次元」コードでないとの主張について 

原告は，乙１発明が「二次元」コードでない旨主張するところ，その趣旨は，四20 

つの３色の単位領域を２×２に配列して形成した「単位情報記録領域」をもって本

件発明の「情報表示の要素」とし，これが水平方向にしか配列されていない旨をい

うものと理解できる。 

しかし，そもそも本件発明の構成要件において，二次元的に配列されるとするの

は「表示領域」であって，「情報表示の要素」を二次元的に配列にすることが規定25 

されているわけではない。そして，乙 1 発明においては，本件発明の「表示領域」
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に相当する「単位領域」が「２×２に配列」されていることは，上記アのとおりで

あるから，乙 1 発明が，原告のいう「二次元」コードであることは明らかであって，

原告の主張は失当である。 

(ｲ) 乙１発明が「独立コード」でないとの主張について 

原告は，本件発明の「コード」とは，独立コード，すなわち，本来の目的である5 

有意なデータを示す情報（有意情報）に加え，コードの情報の読み取りの起点や順

序を確定するための情報（構造情報）が含まれるコードを意味すると主張する。 

しかし，本件発明の特許請求の範囲の記載にも，本件明細書の記載にも，「二次

元コード」，「コード」を限定する趣旨の規定はないことから，原告の主張を採用

することはできない。 10 

なお，原告は，本件発明は，「構造情報」を有さないコードであるカルラコード

が普及しなかったことを受けて開発されたものであり，その経緯に照らせば，本件

発明にいう「二次元コード」とは，構造情報を有するものを指すのが明らかである

と主張するものであるが，本件明細書の段落【００４８】においては，本件発明の

「二次元コード」の例示としてカルラコードが挙げられていることからすると，か15 

えって，本件発明にいう「二次元コード」又は「コード」は，それが構造情報を有

するものか否かは問わないものであると解するのが相当である。 

また，そもそも原告が主張するように，独立コードであることが明記されていな

い本件発明にいう「二次元コード」をもって，「独立コード」をいうと解するのが

本件特許出願当時の当業者の常識であるのなら，本件特許の出願当時の当業者は，20 

乙 1 発明のカルラコードについても，そのように解していたはずのことになるから，

いずれにせよ，上記原告の主張は採用できない。 

(4) 以上より，本件発明の構成要件ＡないしＣは，乙１発明の構成ａないしｃと

それぞれ同一であるから，本件発明は乙１に記載された発明と同一であり，新規性

を欠くというべきである。 25 

したがって，本件発明は，本件特許の出願日（平成９年１１月２８日）より前に
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頒布された刊行物（乙１公報）に記載された発明（乙１発明）であるから，特許法

２９条１項３号の規定により特許を受けることができないものであり，本件特許は，

同法１２３条１項２号に該当し，無効とされるべきであるから，同法１０４条の３

により，原告は被告らに対して本件特許権を行使することができない。 

 ２ 以上によれば，原告の被告らに対する請求は，その余の点の判断に及ぶまで5 

もなくいずれも理由がないから棄却することとし，訴訟費用については民事訴訟法

６１条，参加に要した費用については同法６６条，６１条を適用して主文のとおり

判決する。 

 

 大阪地方裁判所第２１民事部 10 

 

 

 

      裁判長裁判官                       

      森  崎  英  二 15 
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裁判官                       

          野  上  誠  一 
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         裁判官                       

                   大  川  潤  子 
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(別紙) 

物件目録 

１ AnswerBizSOL における下記２の二次元コードによるトランザクション認証機

能を実現するソフトウェア 

 5 

２ 赤色，青色，緑色及び白色のセルを水平方向及び垂直方向の配列で並べて形成

された二次元コード（以下に一例を示す。） 

 

 


